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公園地区名 点野野草地区 

位置 寝屋川市（２１.０ｋ） 

開園面積 ３．６ｈａ 

開園年度 昭和５３年度 

主要施設 野草広場 

年間利用者数 平成２４年度 年間利用者数 ５３,１０９人 

アクセス 

【公共交通】 

京阪寝屋川市駅より京阪バス（点野経由守口市行）か京阪守口市駅より京阪

バス（八番点野団地経由寝屋川市行）にて「仁和寺団地」下車徒歩 5 分。 

 

【自動車】 

国道１号仁和寺本町交差点を淀川方面へ、仁和寺野草地区の駐車場を利用。 

防災機能 
・上下流方向に緊急用河川敷道路が整備されている。 

・広域避難場所に指定されている。 

周辺の自然環境 ・地先にはヤナギ林を含むセイタカヨシ群落が分布 

周辺の歴史文化

資産 

【茨木樋跡】 

かつて、淀川からの取水口として二十箇用水樋以外に、池田・点野・仁和寺

の 3箇所の用水樋があり、その 3用水樋を廃止し、明治 37 年に茨田樋が新た

に設置された。以後、昭和 5 年に、幹線水路を利用し始めるまで利用され、

この合同用水樋を記念して、昭和 5 年茨田樋の跡地に記念碑が立てられた。

周辺は住民参加による公園づくりが行われている。 

 

【幹線水路の桜】 

国道 1 号線を並行して走る幹線水路沿いは、春の花見のシーズンになると、

水面にしなだれかかって咲き誇るサクラの花を見にたくさんの人が訪れる。

 

海

老

江

地
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【表示記号】

一方通行 自動車の誘導路 バス停からの徒歩路

駐車場 炊飯施設 トイレ 車イス用トイレ手洗場

野球場 ｻｯｶｰ場・ﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ ラグビー場 テニスコート陸上トラック

管理所 船着場ゲート

ｽﾄﾘｰﾄﾊﾞｽｹｯﾄ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ ディスクゴルフ パターゴルフ ゲートボール場

（１）公園地区概要 

第１回淀川河川公園中流左岸域地域協議会 
平成 25 年 9月 10 日 

参考資料１ 
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③

②

水辺環境保全・再生ゾーン 

開園区域 

多目的利用ゾーン 

自然環境保全・再生ゾーン 

主要施設 

歩行者アクセスルート 

自転車アクセスルート 

自動車アクセスルート 

凡 例 

茨田樋の碑 

ゾーン別面積 代表的な断面図（２１.０ｋ） 

 
 計画面積(ha) 開園面積(ha) 

自然環境保全・再生ゾーン － － 

水辺環境保全・再生ゾーン ２.９６ １.９７ 

多目的利用ゾーン １.６２ １.６２ 

合  計 ４.５９ ３.５９ 
 

 

 

 

 

 

 

① 野草広場 

野草広場 

 

 

 

 

 

② 野草広場 

 

 

 

 

 

③ 茨田樋の碑 

① 

14.647(OP+m) 

平水位
3.251(OP+m)

高水敷高
7.59(OP+m)

 6.627(OP+m)

計画高水位
11.655(OP+m)

0 100m50

断面位置(21.0k) 
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（２）開園区域・ゾーニング 
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公園区域内 公園区域外 
公園の整備上の課題 公園の維持管理上の課題 公園へのアクセス性の課題 堤防に関する課題 その他の課題 

・ 現在の供用区域の半分程度が「水辺環境保全・再

生ゾーン」になっている。 
・その他のエリアは「多目的利用ゾーン」になっ
ている。 

・「ゴミ投棄」等が確認されている。 ・ 堤防道路と茨田樋の碑周辺公園は、バリアフリー

対応のスロープで結ばれているが、堤防から園地

へはバリアフリーに未対応。 
・公共交通では、鉄道駅は遠いため、バスが中心

となる。 

・ 堤防道路は歩行者・自転車のみ。 
・「北大阪周遊自転車道（北大阪サイク

ルライン）」が走り、広域的なサイク
リングが可能。 ― 

 
 

地区の魅力 整備に関する課題等 維持管理に関する課題等 

・広い自然と緑地としての魅力がある。 
・都市部に自然環境がある。自然の魅力が残っている。 
・ 

・砂州を切り下げて川と陸の連続性を確保する。 
・連続性を持った公園の計画を立てるべき。 
・トイレの数が不足している。 
・護岸がブロックで切り立っていて水辺に近づけない。 
・子供が水辺に近づきにくい。（川に降りられない） 

・外来生物の侵入対策ができないか。（植物の除去、動物の対策、魚の駆除）
・スーパー堤防の野草の刈り取り、花の時期を避けられないか。 
・水生生物の生息環境が少なく、ワンドの外周が陸地化している。 
・不法占拠地は強制撤去するべきだ。 
・（魚とりをしている船乗りなど）水辺の利用ができる構造にしていく。 
・カヤネズミ、カカスモにより野草地区が荒れている。 
・野草地区は名前は悪くはないがぴんとこない。（中身がわかりにくい） 
・利用者のマナー向上が必要である。釣り人のテグス放置、飲食物のゴミ、

犬の毛放置する人もいる。 

 
 
点野野草地区は未実施。 

 

 

 

（４）地区会議の意見 

（５）利用実態調査 

２／２ 
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（３）地区の課題 


